
令和８年度 奈良市ＰＨＲを活用した保健指導業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

令和８年度 奈良市ＰＨＲを活用した保健指導業務委託 

 

２ 目 的 

本業務は、奈良市国民健康保険の被保険者のうち、糖尿病発症リスクが高い層（糖尿病予

備群等）を対象に、ＰＨＲ（パーソナル・ヘルス・レコード）および血糖値管理ツール等の

デジタル技術を活用した保健指導を実施することで、対象者自身の血糖変動の可視化と行

動変容を促し、糖尿病の発症予防および重症化予防を図ることを目的とする。 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 対象者 

奈良市国民健康保険の被保険者であり、令和９年３月３１日時点まで引き続き加入者で

ある見込みの者で、市が指定した次の要件を全て満たす者。 

（１） 令和７年度中の健康診断結果等が、以下のいずれかの範囲内であること。 

  ・HbA1cと空腹時血糖の両方の値がある場合 

① HbA1cの値が 6.5％～6.9％かつ空腹時血糖の値が 125㎎/dl以下 

② HbA1cの値が 5.5％以下かつ空腹時血糖の値が 110～140㎎/dl 

③ HbA1cの値が 5.6％～6.4％かつ空腹時血糖の値が 140㎎/dl以下 

・HbA1cもしくは空腹時血糖のいずれかの値しかない場合 

④  HbA1cの値が 5.6％～6.4％ 

⑤ 空腹時血糖の値が 110～125㎎/dl 

（２）糖尿病、慢性腎不全等の治療中でないこと。 

（３）投薬を受けていないこと。投薬を受けている場合は、主治医より本事業への参加につ 

いて承諾を得ていること。 

（４）妊産婦でないこと。 

 

５ 予定人数 

１００名（７月末を募集締切とし、８月から開始する予定） 

 

６ 業務内容 

受託者は、対象者に対し、血糖値管理ツール（FreeStyleリブレ 2等）および歩数・食事

等の生活習慣を一元管理できるＰＨＲシステムを利用し、以下の業務を行う。 



 

（１）参加勧奨業務 

本市から提供される対象者リストに基づき、受託者は以下の業務を実施する。 

ア 勧奨資材（チラシ、申込書等）の作成・印刷 

イ 対象者への封入・発送作業 

ウ 参加決定通知の送付（WEB） 

 

（２）実施準備業務 

初回面談開始までに、以下の物品および環境を対象者に提供すること。 

ア 血糖値管理ツール（FreeStyleリブレ 2等）およびＰＨＲ利用に必要な ICT機器の

貸与または提供。 

イ 機器の設定、使用方法、ＰＨＲシステムの操作マニュアルの提供。 

ウ 対象者向けの説明会（集合形式またはオンライン形式）の実施。いずれの参加者も

使用できるように説明や利用支援を行うこと。 

 

（３）保健指導の実施（プログラム期間：約３か月間） 

指導実施者は、保健師、管理栄養士等の専門資格を有し、かつ特定保健指導の実施要件（特

定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第１６条第１項）を満たす者とする。 

また、血糖値管理ツール等は、保健指導開始期間の前半２週間、後半２週間の計２回装着

し、血糖モニタリングによる血糖推移の可視化を図ること。 

ア 初回面談（遠隔形式）：  

    ICT ツールを用いたビデオ通話等により実施。面談時間は、対象者一人当たり 30

分程度を確保すること。健診結果に基づき、対象者と共に３か月間の行動目標および

行動計画を策定する。 

イ 継続支援：  

    対象者に合わせて電話、ICT・メール等のいずれかで実施すること。ＰＨＲデータ

（血糖推移、歩数、食事等）をモニタリングし、システム内メッセージやメール、電

話等のうち、対象者の生活背景や ICT習熟度、希望等に応じて最適な手段を適宜選択

し、５回以上の個別指導を行う。 

指導にあたっては、画一的な定型文の送付を避け、PHRから得られる日々の生活実

態や対象者の反応に即した個別性の高い助言を行うことで、対象者の意欲維持と満

足度の向上に努めること。 

計測結果等により参加要件の範囲外となった高リスク者へは受診勧奨を行い、指

導を中断するものとする。対象者が継続を希望するときは、医療機関を受診のうえ所

定の文書を提出し、専門医が継続可能と判断した場合に、指導を再開するものとする。 

ウ 最終評価：  



    プログラム終了時に、電話または ICTツール（システム内メッセージ・メール等）

のうち、対象者の特性や希望に応じた最適な手段により、少なくとも１回以上の個別

指導（最終評価）を実施すること。 

内容は、３か月間の行動目標の達成状況、体重・腹囲等の身体変化、および PHRデ

ータに基づいた行動変容の定着度を確認すること。 

評価にあたっては、対象者の努力や成果を肯定的にフィードバックし、プログラム

終了後も自立して健康管理を継続できるよう、個々の状況に合わせた具体的な生活

習慣維持に向けた支援（アドバイス）を行うこと。 

 

（４）医療連携および安全管理 

ア 医学的緊急対応体制の整備： 

プログラム期間中、対象者に急激な血糖値上昇等の医学的リスクが懸念される場合に

備え、糖尿病専門医等に速やかにコンサルテーション（助言受領）ができる体制を構築

しておくこと。緊急性の高い事案が発生した場合は、直ちに本市へ報告するとともに、

対象者へ受診を強く促す等の適切な措置を講じること。 

イ ヘルプデスク体制（電話・メール等）の構築 

参加者が円滑にプログラムを継続できるよう、機器操作やアプリの不具合、PHR連携

のトラブル等に迅速に対応するヘルプデスク体制（電話・メール等）を構築すること。 

 

７ 報告および納品物 

受託者は、本事業のすべての業務を完了したときは、速やかに以下の成果物を本市に提出

すること。 

（１）実績報告書 

・事業全体の結果分析（数値改善、行動変容の状況等） 

 ・受診勧奨の実施状況および受診確認結果 

 ・利用者満足度調査の結果（丁寧な指導が行われたかの検証を含む） 

 ・PHRデータの活用状況および個別指導の具体的事例（匿名化されたもの） 

（２）個人別保健指導結果レポート（特定保健指導を兼ねる場合は xmlデータを含む） 

 

８ データ授受および個人情報の取扱い 

（１）データの授受は原則としてＬＧＷＡＮまたは本市が指定する安全な方法で行う。 

（２）受託者は「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、本業務で得た情報を目的外に使

用してはならない。 

（３）業務終了後、本市から提供された個人情報および業務遂行中に発生した個人情報は、

本市の指示に従い速やかに返却または消去すること。 

 



 

９ 契約金額の変更および精算 

（１） 仕様の変更 

委託者は、業務実施の過程において、本仕様書の変更の必要が生じた場合は、受託者に

協議を申し出ることがある。この場合、契約金額の範囲内において仕様の変更に応じるもの

とする。 

（２） 出来高による精算 

本業務の支払いは、実施された工程の出来高に応じた実績精算（減額有り）とする。 

「５ 予定人数」に満たない場合は、「６ 業務内容（３）保健指導の実施」にかかる費用

について、次項に定める単価に基づき、実際に行われた指導人数（出来高）に応じて精算す

るものとする。 

（３） 精算の対象範囲 

指導完了（最終評価完了）をもって精算の対象とする。ただし、受託者が適切な指導を行

ったにもかかわらず、対象者の都合等により中断に至った者についても、受託者の責によら

ない理由であると委託者が認める場合は、精算（出来高）に含めることができるものとする。 

（４） 入札時の積算内訳書の提出 

受託者は、入札時に「参加勧奨・実施準備業務（固定費）」と「保健指導１人あたりの単

価」を明記した積算内訳書を添付すること。なお、参加勧奨業務および実施準備業務等にか

かる費用については、原則として実績精算の対象外（固定額）とする。 

（５） 増額の可能性： 

対象者が予定人数を超過し、かつ委託者が必要と認める場合は、上記単価に基づき協議

の上、契約金額を増額することができるものとする。 

 

１０ その他の特記事項 

（１） 受託者は、持続血糖測定器（CGM）を用いた糖尿病重症化予防または保健指導業務の 

受託実績を、過去３年以内に１件以上有すること。 

（２） 受託者は、過去３年以内に中核市以上の自治体、またはこれに準ずる規模の保険者

（都道府県、国民健康保険組合等）において、糖尿病重症化予防事業または PHR を

活用した保健指導業務の受託実績を１回以上有すること。 

（３） 奈良県内で FreeStyleリブレ 2等を使用した業務実績を有すること。 

（４） 受託者は、本市との連絡調整を円滑に行うための責任者を１名以上配置すること。 

（５） 本仕様書に定めのない事項および業務遂行に付随する詳細な事務手続き（事業実施

に係る注意事項等）については、契約締結後、本市と受託者が協議の上、決定するも

のとする。 

（６） 受託者は、契約締結後速やかに「業務実施計画書」を提出し、本市の了承を得なけ

ればならない。計画書には、詳細な工程表及び緊急時の連絡体制等を明記すること。 


